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新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例  

 新潟市議会委員会条例（昭和４３年新潟市条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

 第２条の見出しを「（常任委員の所属，常任委員会の名称，委員定数及びその所管）」に

改め，第１項を第２項とし，同条に第１項として次の１項を加える。  

議員は，少なくとも一の常任委員となるものとする。  

 第４条の見出し中「設置」を「設置等」に改める。  

 第６条の見出し中「設置」を「設置等」に改め，同条に次の１項を加える。  

３ 特別委員は，特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。 

   附 則  

（施行期日）  

１ この条例は，地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第１

条ただし書に規定する規定の施行の日（平成２５年３月１日）から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の際現に改正前の新潟市議会委員会条例（以下「旧条例」という。）の

規定により設置された各常任委員会，議会運営委員会又は特別委員会の委員，委員長又

は副委員長である者は，それぞれ，改正後の新潟市議会委員会条例（以下「新条例」と

いう。）の規定により各常任委員会，議会運営委員会又は特別委員会の委員，委員長又

は副委員長に選任され，又は互選されたものとみなし，各常任委員会，議会運営委員会

の委員の任期は，新条例第３条第１項又は第４条第３項の規定にかかわらず，旧条例の

規定による常任委員又は議会運営委員の任期満了の日までとする。  

３ この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された各常任委員会，議会運営委員

会又は特別委員会に付議されている事件は，新条例の規定により設置された各常任委員

会，議会運営委員会又は特別委員会に付議されたものとみなす。  


